
 

 

埼玉県人材開発推進委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 県の人材開発推進に係る重要事項を審議するとともに、「彩の国人材開

発ビジョン」に基づく人材開発施策の推進を総合調整・進行管理するため、埼

玉県人材開発推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について審議、検討及び調整を行う。 

（１）埼玉県の人材開発推進に関すること。 

（２）「彩の国人材開発ビジョン」に基づく人材開発施策に関すること。 

（３）研修を目的にした海外出張に関すること。 

（組 織） 

第３条 委員会は、別表第１の職にある者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、総務部長をもってこれに充てる。 

４ 副委員長は、人財政策局長及び人事課長をもってこれに充てる。 

（会 議） 

第４条 委員長は、委員会を招集し、議長となり会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、その他関係職

員の出席を求めることができる。 

（幹事会） 

第５条 委員会の取扱事項を整理するため、委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

４ 幹事長及び副幹事長は、それぞれ人事課長及び人事課主幹をもってこれに充

てる。 

５ 幹事長は、幹事会を招集し、議長となり会務を総理する。 

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

７ 幹事長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、その他関係職

員の出席を求めることができる。 

（庶 務） 

第６条 委員会及び幹事会の庶務は、人事課が行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

 

 



 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

 

別表第１ 

番号 役職 職   名 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

委員長 

副委員長 

  〃 

委員 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

総務部長 

人財政策局長 

人事課長 

秘書課長 

企画総務課長 

行政・デジタル改革課長 

税務課長 

県民広聴課長 

危機管理課長 

環境政策課長 

福祉政策課長 

保健医療政策課長 

産業労働政策課長 

農業政策課長 

県土整備政策課長 

都市整備政策課長 

出納総務課長 

（企業局）総務課長 

（下水道局）下水道管理課長 

（議会事務局）総務課長 

（監査事務局）監査第一課長 

（人事委員会事務局）総務給与課長 

（労働委員会事務局）審査調整課長 

（教育局）総務課長 

（彩の国さいたま人づくり広域連合）事務局マネージャー 



 

 

別表第２ 

番号 役職 職   名 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

 

２５ 

幹事長 

副幹事長 

幹事 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   

  〃 

人事課長 

人事課主幹 

秘書課主幹 

企画総務課主幹 

行政・デジタル改革課主幹 

税務課副課長 

県民広聴課主幹 

危機管理課主幹 

環境政策課主幹 

福祉政策課主幹 

保健医療政策課主幹 

産業労働政策課主幹 

農業政策課主幹 

県土整備政策課主幹 

都市整備政策課主幹 

出納総務課主幹 

（企業局）総務課主幹 

（下水道局）下水道管理課主幹 

（議会事務局）総務課主幹 

（監査事務局）監査第一課主席監査員 

（人事委員会事務局）総務給与課副課長 

（労働委員会事務局）審査調整課主幹 

（教育局）総務課主幹 

（彩の国さいたま人づくり広域連合）事務局企画・総務 

  グループ主幹 

（彩の国さいたま人づくり広域連合）事務局人材開発 

  グループ主幹 

 

 

 

  


